
★ 貸 出 無 料 ★
移動式赤ちゃんの駅とは、屋外イベントで使える仮設の
オムツ替え・授乳スペースです。

移動式赤ちゃんの駅
貸し出します！

市内イベントに

釜石市役所 保健福祉部 こども家庭課 

TEL: 0193-22-5121　FAX:0193-22-6375

ホームページ：「釜石市移動式赤ちゃんの駅」を貸し出します

（https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017081700031/）

お問合せ
はこちら

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2017081700031/


①貸出申請

　市こども家庭課へ貸出申請書を提出します。1.

　市こども家庭課からお客様へ貸出承認書を発行します。2.

　　　希望日の7日前までに申請書をご提出ください。（貸出希望日の6か月前から受付できます）

②物品の貸出し

　市こども家庭課（保健福祉センター２F）で物品の受け渡しをいたします。1.

　　　車を横付けできる通用口があるので、スムーズな受け渡しが可能です！

③物品の返却

　市こども家庭課（保健福祉センター２F）へ物品の返却をお願いいたします。1.

　物品の返却と一緒に「使用実績書」の提出をお願いいたします。2.

「移動式赤ちゃんの駅」とは？
「移動式赤ちゃんの駅」とは、仮設のオムツ替え・授乳スペースです。
テント・折り畳み式オムツ替え台・椅子をセットにして貸し出します。
　★　利用料は無料！！
　★　テントは道具なしで簡単に組み立てられます
屋外イベントのとき、トイレはあってもオムツ替え台や授乳スペースがな
いことってよくありますよね。そんなときは是非、移動式赤ちゃんの駅を
ご活用ください！

【貸出し物品】
テント
オムツ替え台

　　（折り畳み式）
椅子
LEDランプ

貸出しの流れは３ステップ！

手続きの際に書いていただく書類は２枚だけ！
「貸出申請書」……移動式赤ちゃんの駅の貸出しを申請する際にご提出いただきます。

「使用実績報告書」……利用が終わった後、返却の際にご提出いただきます。
　※利用が決まった際に、釜石市から「貸出し承認書」を発行します。お手元に保管ください。

　※このほかに、どれくらい移動式加ちゃんの駅が利用されたかを確認するため、「利用者数調べ」

　　提出のご協力もお願いしています。

申請書などの様式は、市ホームページからダウンロードできます。→


